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一般社団法人 日本心血管インターベンション治療学会 
 

支部 会則 

 

 

第 1章 総則 

 

第 1条 本会は日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）九州・沖縄支部と称する。 

 

第 2 条 本会の事務局は、福岡県福岡市早良区百道浜 3 丁目 6-40 福岡国際医療福祉大学

内 に設置する。 

 

第 2章 目的および事業 

 

第 3条 この法人の目的は、心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発

と発展、および、臨床研究の推進とその効果の普及をもって、診断治療技術の向上

と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会に

果たすこととする。 

 

第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、日本心血管インターベンション治療学会本部

と協力し、以下の事業を行う。 

     （１）年 1回以上の学術研究集会の開催 

     （２）研究会発表記録等の出版・発行 

     （３）関連学術団体との連絡及び協力 

     （４）その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業 

 

第 3章 会員 

 

第 5条 本会は日本心血管インターベンション治療学会の会員によって構成される。 

 

第 4章 役員 

 

第 6条 本会は次の役員をおく。 

（１） 支部長 

（２） 副支部長 

（３） 支部代議員 

（４） 運営委員（支部にて定数を決める） 

（５） 学会集会会長 

（６） 選挙管理委員長 

（７） 選挙管理委員 

（８） 事務局代表及び事務局代表代行 

（９） 監査 

 

第 7条 本会の役員は、次の各項の規定によって選任される。 

（１） 支部長は日本心血管インターベンション治療学会の選出理事であること

を要する。任期は４年で、再選を認める。 

（２） 副支部長は選出理事であり、支部長が指名する。任期は 4年で、再選を認

める。 

（３） 支部代議員は日本心血管インターベンション治療学会の代議員選挙にて

選出されるものであり、定款第 4 章 11 条に従い算定されたものが支部の定
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数となって理事会を経て承認される。任期・退任・補充については定款第４

章（社員）項に従って、行うこととする。 

（４） 運営委員は日本心血管インターベンション治療学会の会員であり、且つ、

下記の条件のいずれかを満たす。 

1. 支部代議員あるいは運営委員の推薦を受け、代議員会もしくは幹事会

で承認されること。 

2. 同一施設からの人数制限等は設けないこととする。 

3. 任期は特に定めないが、支部長が任期満了にて交代となる際には同時

に運営委員会も解散とし、次の支部長のもとに改めて新メンバーの選

出を行うこととする。 

（５） 学術集会会長は支部代議員の中から支部代議員あるいは運営委員の推薦

を受け、幹事会で承認された会員とする。学術集会会長の任期は、前回学術

集会の日の翌日から当該学術集会の終了の日までとする。 

（６） 支部選挙管理委員会は次の規定に従う。 

１．支部選挙管理委員は、幹事会の承認を受けて選任される。 

①支部選挙管理委員数は、各県より１名以上の委員を選出しなければなら

ない。 

②支部選挙管理委員の任期は、4年で、再選を認める。 

２．支部選挙管理委員会は、定款細則の代議員選挙規則を遵守し、公正、

且つ円滑な選挙を実施 しなければならない。 

（７） 事務局代表及び代表代行は、会員の中から事務局の推薦により幹事会の承

認を受けて選任される。 

 

第 5章 会議・委員会 

 

第８条 本会は、本会の会務を行うために、次の会議をおく。 

（１） 支部代議員会 

（２） 幹事会（必要に応じて設置する） 

 

第９条  代議員会は、次の規定にしたがって行う。 

（１） 代議員会は学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。 

（２） 支部長は必要があるとき、臨時代議員会を召集することができる。 

（３） 代議員会は、支部代議員が出席し審議する場とする。 

（４） 出席が難しい場合は、他の支部代議員を代理人として議決権を行使するこ

とができる。この場合においては代理権を証明する書面をあらかじめ本支部

に提出しなければならない。 

（５） 支部名誉会員は支部長の要請により代議員会に出席し、意見を述べること

ができるが、議決権は有しない。 

（６） 事務局代表及び代表代行は、議事録作成のため、幹事会あるいは臨時幹事

会に出席する。 

 

第 10条 幹事会は、次の規定にしたがって行う。 

（１） 幹事会の議長は支部長とし、定期学術集会の会期中に召集する。 

（２） 支部長は必要がある時、幹事会を招集することができる。 

（３） 幹事会は、支部代議員および運営委員が出席し審議する場とする。 

（４） 運営委員は幹事会に出席して意見を述べる事が出来るが議決権は有しな

い。 

（５） 幹事会と同一日での開催となる場合は、代議員会の開催を見送ることが出

来ることとする。 

（６） 幹事会への出席率が低く運営委員の役割に不足する場合は、解散前でも退
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任を命じられることがある。 

（７） 事務局代表及び代表代行は、議事録作成のため、幹事会あるいは臨時幹事

会に出席する。 

 

第６章 会計・資産 

 

第 11条 本会の運営費は次のものを持ってあてる。 

会費 

学術集会の参加費 

会誌他、学会事業として発行される刊行物の広告収入 

寄付等その他の収入 

（１） 本会の決算は会計監査の監査を得て、幹事会の承認を受けるものとする。 

（２） 本会の予算は事業計画を付して、幹事会の承認を受けるものとする。 

（３） 会計年度は 4月 1日より、翌年 3月 31日までとし、本部との連結決算と

する。 

 

第６章 コメディカル部会 

 

第 12条 日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄支部コメディカル部会を以下

に定める。 

（１） コメディカル部会会長  1名  

（２） コメディカル部会副会長 2名  

（３） コメディカル部会 幹事 若干名 

以下の幹事を九州・沖縄各県において各部署最低 1名を置く。 

看護師部門、診療放射線技師部門、臨床工学技士部門、臨床検査技師部門、リ

ハビリテーション部門。 

 

第 13条 部会長、幹事の選出 

幹事は支部代議員からの推薦選出もしくはコメディカル部会幹事会からの推薦も

可とし、コメディカル部会長はコメディカル部会における互選で決定する。 

 

第 7章 主催、共催、協賛、後援等に関する規定 

 

第 14条 日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄支部（以下、「本学会」という）

が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」、「後援」、ホームページのリン

ク、ロゴ等の取扱に関する基準を定めることを目的とし、この規定における用語の

定義は、次のとおりとする。 

（１）「主催」とは、本学会が催しの開催の主体となり、自らその催しを

開催することをいう。 

（２）「共催」とは、本学会を含む複数の者が催しの開催の主体となり、

共同でその催しを開催することをいい、協賛または後援と比べて、その催

しへの本学会の関与度合いが強い場合をいう。この場合、本学会を含む共

催団体は、催しの内容、運営、経費負担等について適宜協議を行うものと

する。 

（３）「協賛」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本学会が

その趣旨に賛同し、応援、援助することをいい、「後援」と比べて、その

催しへの本学会の関与度合いが強い場合をいう。本学会が「協賛」を行う

場合、本学会は協賛団体として名義使用を認めるが、主催団体である第三

者が催しの企画から実施までの全ての責任を有するものとする。 

（４）「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本学会が
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その趣旨に賛同し、応援、援助することをいい、「協賛」と比べて、その

催しへの本学会の関与度合いが弱い（例えば、協賛金等の費用負担を伴わ

ない）場合をいう。本学会が「後援」を行う場合、本学会は後援団体とし

て名義使用を認めるが、主体団体である第三者が催しの企画から実施まで

の全ての責任を有するものとする。 

 

補足（附則） 

 

第 15条 本会の会則は、幹事会及び運営委員会の議決を経て、変更すること。 

 

第 16条 本会則は 2010年 11月 6日より施行する。 

（１）2017 年 9月 8日にコメディカル部会に関する条項が追加された。 

（２）2019 年 5月 29 日に事務局所在地が改訂された。 

（３）2019年 12月 6日に主催、共催、協賛、後援等に関する条項が追加され

た。 

（４）2021 年 4月 1日に事務局所在地が改訂された。 

（５）2021年 8月 19 日に任期や会議に関する条項が改訂された。 

（６）2023年 3月 28 日に事務局所在地が改訂された。 

 

 

 

 

 

 


